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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３１年１月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年３月１２日 ０５時５５分ごろ 

発生場所 香川県小豆
しょうど

島大角
おおかど

鼻南方沖 

大角鼻灯台から真方位１９８°４.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２１.８′ 東経１３４°１８.６′） 

事故の概要 油タンカーDELPHINUS
デ ル フ ィ ナ ス

は、西北西進中、また、漁船松井
ま つ い

丸は、東北

東進中、両船が衝突した。 

DELPHINUS は、左舷外板の擦過傷等を生じ、また、松井丸は、左舷

船首かんぬきの折損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年４月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー DELPHINUS、７４９トン 

１４１１２９、株式会社アズーロジャパン、独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整備支援機構、浪速タンカー株式会社（運航

者、Ａ社） 

７２.００ｍ×１１.８０ｍ×５.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,６１８kＷ、平成２１年１０月２９日 

Ｂ 漁船 松井丸、４.９トン 

ＫＡ３－２４０２７（漁船登録番号）、個人所有 

１０.３３ｍ（Lr）×２.７１ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４８kＷ（漁船法馬力数）、昭和５７年４月１

５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３年３月２０日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１０月３０日 

免状有効期間満了日 平成３３年３月１９日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年４月８日 

    免許証交付日 平成２８年６月２７日 
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           （平成３４年４月２２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷外板及びハンドレールに擦過傷及び塗装剥離 

Ｂ 左舷船首かんぬきに折損、オーニングに破損及び同オーニング支

柱に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風速 約３m/s、視程 約５Ｍ 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮流 北西流 約１.

１ノット（kn）（小豆島地蔵埼～大串埼間の中央部） 

日出時刻：０６時１８分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか７人が乗り組み、レギュラーガソリン約９９０

kℓ及び軽油約９６０kℓを積載し、平成３０年３月１１日１１時１５分

ごろ三重県四日市港を出港し、香川県高松市高松港に向かった。 

船長Ａは、１２日０５時３５分ごろ航海士Ａから引き継いで単独の

船橋当直につき、航海士Ａを高松港での荷役に備えて上甲板に赴か

せ、航行中の動力船が掲げる法定灯火を表示して約２９０°（真方

位、以下同じ。）の針路及び約１２.３kn の速力（対地速力、以下同

じ。）で、自動操舵によって航行した。 

船長Ａは、０５時４５分ごろレーダーレンジを４Ｍから８Ｍに替え

た際、１０時方向約４Ｍに２個のレーダー映像を認め、自動衝突予防

援助装置（ＡＲＰＡ）で捕捉した。 

船長Ａは、レーダー映像を約３分間追尾し、同映像が香川県さぬき

市の小田湾を出航した２隻の漁船であると思い、Ａ船及び２隻の漁船

が、針路及び速力を変えずに航行した場合の最接近距離（ＣＰＡ）が

ＡＲＰＡに表示され、２隻の漁船がＡ船の船首方約１Ｍを通過すると

予測して操舵室右舷側に移動し、動静連絡表を作成して運航者に送信

した後、動静記事を航海日誌に記載し始めた。 

上甲板に居た航海士Ａは、０５時５０分ごろ左舷船首方約１Ｍに視

認したＢ船が、０５時５３分ごろＡ船に向けて針路を変えており、そ

の後、衝突の危険を感じたので、船長に報告しようと思い、急いで操

舵室に向かった。 

船長Ａは、航海日誌への記載を続けていたところ、０５時５５分ご

ろ、ドン、続いて、ギギギーという音を聞いて顔を上げ、左舷至近に

Ｂ船を視認すると同時に、昇橋した航海士Ａからの報告を聞き、Ａ船

の左舷中央部とＢ船の左舷船首部とが衝突したことを認めた。 

船長Ａは、直ちに停船してＢ船の状況を確かめ、海上保安庁に本事

故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、小型機船底びき網漁の目的で、

さぬき市小田漁港を発し、航行中の動力船が掲げる法定灯火を表示し

て大角鼻南方約３Ｍ沖の漁場に向かった。 

船長Ｂは、Ｂ船が、約６kn の速力で小田湾を北東進してさぬき市馬
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ケ鼻を通過した際、自船に接近する他船を付近に見掛けなかったの

で、針路を約０８０°に転じて自動操舵とし、船尾部の甲板に移動し

て漁具（万
まん

鍬
が

）の修理に取り掛かった。 

Ｂ船は、船長Ｂが、北寄りの風を受けてＢ船が南方に偏位したと感

じたので、操舵室に戻って自動操舵で針路を左方に向けて調整したの

ち再び船尾部の甲板に移動し、漁具の修理に意識を向けていたとこ

ろ、壁が迫るような気配を感じて左舷至近となったＡ船に気付き、直

後にＡ船と衝突した。 

付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、付図２ Ａ船の一般配置図（抜粋、左右反転）、写真１ Ａ船

の損傷状況①、写真２ Ａ船の損傷状況②、写真３ Ａ船の損傷状

況③、写真４ Ｂ船の損傷状況①、写真５ Ｂ船の損傷状況②、写

真６ Ｂ船の修理状況①、写真７ Ｂ船の修理状況② 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、主として愛知県名古屋、高松両港間の航海に従事してお

り、両港間の航海時間が、積載時（高松港向け）で約２０時間、空船

時（名古屋港向け）で約１７時間であった。 

船長Ａは、船橋当直を３人の航海士による４時間交替の輪番制と

し、自身が、出入港時、狭水道通航時等の場合に操船指揮に当たり、

当直航海士が荷役準備等の目的で降橋する場合には、昇橋して同航海

士に代わり船橋当直に当たる体制としていた。 

船長Ａは、ＡＲＰＡで捕捉及び追尾したレーダー映像が、小豆島に

向かって航行してＡ船の船首方約１Ｍを通過すると予想し、動静連絡

表の作成及び送信、並びに、航海日誌に記載している間、自動操舵と

したまま、見張りを行っていなかった。 

 船長Ａは、警報が再三鳴るので、ＡＲＰＡの接近警報を設定してい

なかった。 

 船長Ａは、航海士に代わって動静連絡表の作成及び送信並びに航海

日誌への記載を行い、航海士の負担を軽減していた。 

 船長Ｂは、操舵室の自動操舵装置で針路を設定し、時々操舵室に戻

って見張りに当たるつもりだった。 

船長Ｂは、小田漁港を発し、馬ケ鼻を通過するまでの間、周囲の見

張りを行っており、Ｂ船の船尾方約１Ｍを漁船１隻が航行していたも

のの、Ｂ船付近に同航する漁船を含む他船を認めなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、大角鼻南方沖を西北西進中、船長Ａが、航海日誌への記載

等を行っていて、見張りを行っていなかったことから、Ｂ船に気付か

ず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 



- 4 - 

船長Ａは、ＡＲＰＡで捕捉及び追尾した映像が２隻の漁船でＡ船の

船首方約１Ｍを通過すると予測したので、航海日誌への記載等を行っ

ていたものと考えられる。 

Ｂ船は、大角鼻南方沖を東北東進中、船長Ｂが、漁具の修理に意識

を向けていて、見張りを行っていなかったことから、Ａ船に気付か

ず、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、周囲を一見したところ、自船に接近する他船を付近に見

掛けなかったので、船尾部の甲板で漁具の修理に意識を向けていたも

のと考えられる。 

Ｂ船の針路、速力及び本事故発生場所への接近状況、並びに、Ｂ船

が馬ケ鼻を通過するまでの間、Ｂ船付近に同航する漁船を含む他船が

なかったことに照らすと、船長ＡがＡＲＰＡで捕捉及び追尾したレー

ダー映像は、Ｂ船ではなかった可能性が考えられるが、Ｂ船の客観的

な位置情報が得られないため、明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、日出前の薄明時、大角鼻南方沖において、Ａ船が西北西

進中、Ｂ船が東北東進中、船長Ａ及び船長Ｂが、いずれも見張りを行

っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 船長Ａは、本事故後、見張りの重要性について再認識し、適切な見

張りを行うことのほか、ＡＲＰＡの接近警報を設定するよう命令簿に

記載して乗組員に周知した。 

 Ａ社は、本事故後、Ａ船の乗組員から事情を聴取したのち、同種事

故の再発防止を期して勉強会を開催し、他船への継続的な監視の実

施、単独の船橋当直における書類作成作業の禁止等について、乗組員

に周知徹底させた。 

船長Ｂは、本事故後、見張りを操舵室で行うことができるよう、操

業前日に漁具を修理することとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船との衝突のおそれの有無を判断できるよう、レーダー（ＡＲ

ＰＡを含む）情報の他、他船との距離や視界に応じて目視により

方位変化を計測するなど、状況に応じた系統的な観察を行うこ

と。 

・他船の針路及び速力が変化する可能性があることを考慮し、初認

時の情報に止めず、他船の動静の変化に気付くことができるよ

う、初認後も適切な見張りを継続すること。 

・早期に他船に気付くことができるよう、操舵室で周囲を見渡すな

ど、適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

時：分：秒 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

05:40:04 34-20-45.6 134-22-05.2 292 293.2 12.3 

05:45:03 34-21-09.9 134-20-57.4 293 294 12.3 

05:50:03 34-21-31.5 134-19-48.2 287 288.4 12.3 

05:55:03 34-21-50.7 134-18-37.4 286 287.7 12.4 

05:58:25 34-22-03.6 134-17-50.0 287 288.3 11.7 

06:00:01 34-22-08.1 134-17-32.4 266 281.4 7.8 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である、また、船首方位及び対地針路は

真方位である。 

付図２ Ａ船の一般配置図（抜粋、左右反転） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の損傷状況①   写真２ Ａ船の損傷状況②  写真３ Ａ船の損傷状況③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況①                   写真５ Ｂ船の損傷状況② 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ Ｂ船の修理状況①                  写真７ Ｂ船の修理状況② 


